
環境保全・献血・献眼研修会 資料

茨城県動物指導センター業務概要

令和２年１０月３１日（土）

於：つくば国際会議場 大会議室
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茨城県動物指導センター

管理棟 動物棟

【沿革】
・ 昭和５４年６月設立

保健所に収容された犬，猫の収集保護，殺処分業務を担当
・ 昭和６２年４月

保健所で担当していた動物指導業務（犬の捕獲，犬猫
の引取業務等）を動物指導センターに一元集約化

【所管法令】
「狂犬病予防法」（厚生労働省）
「動物の愛護及び管理に関する法律」（環境省）
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敷地面積：6,946㎡
建物：管理棟 延774㎡

動物棟 延560㎡



【組織及び職員】（Ｒ２．９．１現在）
【組織】 管理課，保護指導課，愛護推進課
【職員】 職員数 40名 （正職員： 25名，会計年度任用職員： 15名）

内訳： 事務職15名，獣医師職 11名，技能労務職 14名

【主な業務内容】
・犬，猫等の苦情，相談対応 業務のシフト！
・犬，猫等の適正飼養啓発，指導
・犬及び猫の引取
・野犬等の捕獲収容
・収容犬，猫の管理，処分
・咬傷事故の調査指導，咬傷犬の検診
・動物取扱業の登録及び監視，指導
・特定動物飼養の許可及び監視，指導
・動物愛護に係る啓発
・負傷動物の収容及び応急処置

・犬，猫の譲渡業務

動物の管理
（野犬等捕獲，事故防止等）

動物の愛護
（適正飼養の啓発，譲渡事業等）
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動物指導センター

一般県民 苦情・相談
・犬が徘徊している。
・ノラ犬により農作物被害がある。
・ノラ犬に咬まれそうだ。

動物指導センターに犬，猫が収容され，
やむを得ず殺処分に至ってしまうまでの過程

捕獲作業

※飼い主判明の場合には
飼い方を指導

≪捕獲後，センターに搬送後，収容≫

飼い主からの引取り

◎引取りの理由
飼い主の死亡，引っ越し，病気等
数が増えすぎた，人を咬んだ，鳴き声等まわりに迷惑等々

新たな飼い主に譲渡

・ センター譲渡会
・ ボランティア（団体，個人）に譲渡
※性格，健康状態を考慮し，

譲渡対象犬猫は健康管理を
実施

飼い主の元に返還

殺処分（安楽死処分）
・ 収容犬は一定期間保護

※適正飼養（放し飼い防止
等）を指導

※収容（捕獲，引取，保護）から譲渡，
返還できなかった犬をやむを得ず
殺処分
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相談項目 件数

人身等の被害 ７

徘徊 ４３８

犬捨て犬 ３９

放し飼い １６４

騒音・悪臭 １４７

負傷動物 ２０４

野良犬等の係留 ５６２

その他 ２２０

所有権放棄 ３４６

猫の苦情相談 ６８１

その他の動物 ７

計 ２,８１５

【犬，猫等についての困りごと相談件数】（令和元年度）
※速報値
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相談項目 件数

犬に関すること ２,４５５

猫に関すること ２,３２１

その他哺乳類に関すること ２４

鳥に関すること １２

爬虫類に関すること ２

両生類に関すること ０

魚に関すること ０

昆虫に関すること ０

その他 ４６８

計 ５，２８２

【動物なんでも相談件数】（令和元年度）
※速報値
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１班 ２班 ３班 ４班 ５班 特別処
理班

特別処
理班

月曜日 大子，常陸
大宮，城里，
常陸太田，
那珂

茨城，鉾
田，小美
玉

桜川，筑西，
下妻，結城，
常総

つくば，常総，
守谷，取手，
つくばみらい

行方，
鹿嶋，
潮来

随時 随時

火曜日 北茨城，高
萩，日立，東
海，大洗，ひ
たちなか

石岡，笠
間，土浦，

かすみが
うら

八千代，古
河，境，五
霞，
坂東

阿見，牛久，
龍ヶ崎，美浦，

稲敷，利根，
河内

神栖 随時 随時

水曜日 大子，常陸
大宮，城里，
常陸太田，
那珂

茨城，鉾
田，小美
玉

桜川，筑西，
下妻，結城，
常総

つくば，常総，
守谷，取手，
つくばみらい

行方，
鹿嶋，
潮来

随時 随時

木曜日 北茨城，高
萩，日立，東
海，大洗，
ひたちなか

石岡，笠
間，土浦，

かすみが
うら

八千代，古
河，境，五
霞，
坂東

阿見，牛久，
龍ヶ崎，美浦，

稲敷，利根，
河内

神栖 随時 随時

金曜日 特別処理 特別処理 特別処理 特別処理 特別
処理

随時 随時

【苦情処理（捕獲・収容）の班体制】

※技能労務職員２名で１班の体制
※この５班以外に，緊急，困難事案対応の特別処理を２班で対応
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本県の犬の捕獲，引取頭数の年度別推移

捕獲頭数

引取頭数



令和元年度 市町村別犬の捕獲・保護頭数 ※速報値

・多い市町村
①小美玉市 １３１頭
②神栖市 １１３頭
③筑西市 ９５頭

・少ない市町村
① 守谷市，利根町 ０頭
② 城里町，東海村，

河内町，五霞町
北茨城市 ３頭

県民からの苦情
・咬まれるかもしれない。
・農作物を荒らす。

動物指導センターに通報
・センターで捕獲，収容
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◎犬の捕獲：令和元年度 1,217 頭
●地域別では県北地域が多い

①県北地域 ３４６頭
②県西地域 ３０３頭
③鹿行地域 ２８７頭
④県南地域 ２８１頭
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年 度

収容頭数

犬 猫 計

平成30年度 1,426 1,515 2,941

令和元年度 1,421 1,338 2,759

増 減 ▲5 ▲177 ▲182

【犬，猫の収容頭数】 ※R元は速報値
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犬返還 犬譲渡 猫返還 猫譲渡

H26年度 146 704 3 403

H27年度 110 757 1 349

H28年度 152 899 1 597

H29年度 122 828 6 1,281

H30年度 128 985 2 1,284

R元年度 149 1,184 2 940

【飼い主への返還頭数，新たな飼い主への譲渡頭数】
※R元は速報値
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【入口】 【出口】

犬 ： （捕獲頭数＋引取頭数）－（返還頭数＋譲渡頭数）
＝殺処分頭数

【入口】 【出口】

猫 ： 引取頭数－（返還頭数＋譲渡頭数）
＝殺処分頭数

※ 入口 － 出口 ＝ 殺処分
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茨城県 犬・猫の殺処分頭数

年度別推移 系列1
系列2

【令和元年度】

犬の殺処分頭数
１４４頭

猫の殺処分頭数
４２４頭

犬

猫



平成２６年３月２４日
茨城新聞
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順位 都道府県名 頭数

１ 香川県 1,522

２ 徳島県 640

３ 愛媛県 545

１０ 茨城県 ２３５

【実頭数】 【人口10万人あたり】（全国平均13）

順位 都道府県名 頭数

１ 香川県 152

２ 徳島県 80

３ 愛媛県 39

１５ 茨城県 ８

犬の殺処分頭数
全国との比較（平成３０年度）



順位 都道府県名 頭数

１ 福島県 2,515

２ 長崎県 1,965

３ 愛媛県 1,925

４１ 茨城県 ２１１

【実頭数】 【人口10万人あたり】（全国平均 60）

順位 都道府県名 頭数

１ 和歌山県 176

２ 大分県 143

３ 長崎県 140

４４ 茨城県 ７

猫の殺処分頭数
全国との比較（平成３０年度）



順位 都道府県名 頭数

１ 福島県 2,637

２ 愛媛県 2,470

３ 長崎県 2,439

３３ 茨城県 ４４６

【実頭数】 【人口10万人あたり】（全国平均73）

順位 都道府県名 頭数

１ 香川県 226

２ 和歌山県 195

３ 愛媛県 176

３９ 茨城県 15

犬・猫の殺処分頭数
全国との比較（平成３０年度）



【動物愛護事業の取組み】

○ 「動物愛護推進計画」に基づく施策の展開

～人と動物が共生する地域社会の実現を目指して～

・平成15年5月 茨城県動物愛護推進計画策定（第１期）
【計画期間 平成１５年度から平成２５年度】

究極の目標として，犬猫致死処分頭数「ゼロ」を掲げ，
国及び全国の自治体に先駆けて県の任意計画として策定

・平成20年3月 茨城県動物愛護推進計画改定（第２期）
【計画期間 平成20年度から平成30年度】

法改正により法定計画となったこと等により改正

・平成27年10月 茨城県動物愛護管理推進計画改定（第３期）
【計画期間 平成27年4月から平成35年3月】

法改正及び県条例改正により改正 19



茨城県動物愛護管理推進計画改定（第３期）

計画のコンセプト ～人と動物が共生する地域社会の実現～
（計画期間：平成27年度～35年度）

Ⅰ 動物愛護推進目標

犬及び猫の殺処分頭数「ゼロ」を達成するための数値目標
・犬及び猫の殺処分頭数の減少
平成30年度 犬：1,000頭 猫：1,400頭
平成35年度 犬： 400頭 猫： 600頭

Ⅱ 各論（具体的施策の取り組み）
１ 殺処分「ゼロ」のための取り組み

２ 動物愛護の普及啓発
３ 動物愛護を担うひとづくり
４ 災害時の対応
５ 学校教育との連携
６ その他の取り組み

※ 法改正や国の指針，目標達成の進捗状況を踏まえて改正予定
20



◆相談があった場合は十分な聞き取りを行い，終生飼養
の説得を行う。

◆なぜ飼うことができなくなったかを十分に確認し，次
の場合には引取りを拒否し，終生飼養や里親探しなど，
飼い主の責任を十分に果たすよう説得

・犬猫等販売業者からの引取り
・引取りが繰り返されている場合
・繁殖制限を講じる指導に応じない場合
・犬猫の高齢化，病気等の理由
・里親を探す取り組みをしていない場合

飼い犬，猫の引取り

どうしても飼うことができない場合のみ引取り

※ 野良猫の引取りは自活できない子猫のみ。
成猫は，元の場所に返すように伝え，引取りはしない。



• 捕獲，保護等によりセンターに収容された飼い
主不明の成犬は，当該犬の特徴（収容場所，種
類，性別）を写真付きでホームページ及びセン
ター・市町村の掲示板等に掲載し，飼い主から
の連絡を待ちます。

• 成猫の場合，交通事故などで負傷動物としての
収容又は警察からの引取りによる収容等の場合
は，成犬と同様に公表します。

公表期間は７日間（土日除く）
※ その他，飼い主からの飼い犬・猫の逸走情報や県民からの犬・猫の保護情報をホーム

ページで情報発信しています。

収容した犬・猫の公表



【公示情報】 収容された犬，猫の情報を毎日ＨＰにアップしている！



• センター譲渡会（適正な飼い主の育成，随時開催（事
前講習会・譲渡会・しつけ方教室））

→ 約20頭／年
• ボランティア譲渡（約７０の団体，個人を登録）

→ 約２,０００頭／年
• 犬猫譲渡情報バンク（欲しい方とあげたい方の情報の

橋渡し）

犬・猫の譲渡



• ラジオ，広報誌等県の広報媒体を通じた啓発

• 市町村との連携（市町村広報誌等）

• 動物愛護推進員他地域ボランティアとの連携

• 県獣医師会等関係団体との連携

適正飼養の啓発



• 動物ふれあい教室の実施（小学校を主に対象）

令和元年度： ２０校延べ ３１回開催，計 １,４０４名参加

• いのちの教室の実施（中学生対象）

令和元年度： １校延べ １回開催，計 １３名参加

次世代への啓発 その１



• 親子等施設見学会の開催（令和元，2年度は未実施）
（センター業務の認識と正しい飼い方の普及）
平成３０年度：親子見学会２回

一般見学会１回 開催
計 ４９名 参加

次世代への啓発 その２

などな
ど・・・・・・・



◎市町村の取組みへの支援

１ 近年の市町村の取組みの動向
① 市町村独自の協議会の設立（阿見町，守谷市，取手市，常総市）
② 市町村独自の条例制定（牛久市，阿見町，守谷市，古河市，

常総市，笠間市，稲敷市，水戸市 ）
③ 不妊去勢手術費用の助成制度（９市３町１村で実施）

（潮来市，境町，神栖市，つくば市，東海村，鹿嶋市，行方市，
牛久市，古河市，阿見町，水戸市，小美玉市，河内町，石岡市，
鉾田市，笠間市） ※県獣医師会でも実施

２ 市町村の取組みへの支援
① 市町村担当者会議＆研修会の開催
② 市町村への個別の働きかけ，情報提供

飼い主のマナー，モラルの改善のため
の啓発には，市町村の関わりが不可欠

⇒市町村取組みへの支援に努めていく
28
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● 条例の制定を踏まえた殺処分ゼロを目指すための事業（令和2年度）
１ 犬猫殺処分ゼロを目指す環境整備事業

・犬猫殺処分ゼロを目指す県民意識醸成事業
・地域猫活動推進事業
・犬猫殺処分ゼロ推進活動支援事業
・適正飼育指導員設置事業

２ 譲渡犬猫サポート事業
・譲渡犬猫の飼育管理費補助事業
・譲渡犬猫の不妊去勢手術実施事業
・ドッグトレーニング実施事業
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読売新聞

令和2年5月27日
茨城新聞 ほか
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種類 環境省の殺処分分類 殺処分頭数

Ｒ元年度 Ｈ３０年度 前年度比較

犬

① 譲渡することが適切でない ７５ １５５ ▲ ８０

② ①以外の殺処分 ０ １８ ▲ １８

③ 引取り後（収容中）死亡 ６９ ６２ ７

合 計 １４４ ２３５ ▲ ９１

猫

① 譲渡することが適切でない ７５ １１ ６４

② ①以外の殺処分 ０ ０ ０

③ 引取り後（収容中）死亡 ３４９ ２００ １４９

合 計 ４２４ ２１１ ２１３

犬猫

合計

① 譲渡することが適切でない １５０ １６６ ▲ １６

② ①以外の殺処分 ０ １８ ▲ １８

③ 引取り後（収容中）死亡 ４１８ ２６２ １５６

合 計 ５６８ ４４６ １２２

○ 環境省の殺処分分類における犬及び猫の殺処分頭数
(過去２年間)



32

○ 犬及び猫の殺処分頭数の集計方法変更に関する経緯

・環境省
動物愛護管理行政事務提要により，平成３０年度から殺処分頭数を以下の

３分類にて集計，公表

① 譲渡することが適切ではない（治癒の見込みのない病気や攻撃性がある等）
② ①以外の処分（譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難）
③ 引取り後（収容中）の死亡

・茨城県
令和元年６月に「譲渡候補犬の選定に関するガイドライン」を制定

病気や攻撃性等について一定の判断基準のもと，譲渡適性がある犬及び猫
については譲渡を促進し，令和元年度において②の分類について殺処分頭数
がゼロとなって，県総合計画の目標を達成。
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年度当初
登録件数

申請件数 登録件数 廃止件数 年度末
登録件数

調査・監視
件数

事業者数 １,０７３ 1１３ １１２ ５９ １,１２６ ２９４

【事業内訳】

販 売 ６１３ ６７ ６４ ４５ ６３２ １８４

保 管 ５２８ ５１ ５３ ２１ ５６０ １２０

貸出し ４７ ４ ４ ４ ４７ ２８

訓 練 １０６ ６ ６ １ １１１ ２２

展 示 １０２ １３ １３ ６ １０９ ４５

その他 ３ ０ ０ ０ ３ １

合 計 １,３３９ １４１ １４０ ７７ １,４６２ ４００

◎動物取扱業の登録等
第1種動物取扱業の登録件数等（令和元年度：速報値）

※適正な取り扱いの指導のため，取扱頭数，過去の指導状況
等を勘案し監視頻度を定めて，計画的に監視指導を実施

※年１回，取扱責任者研修会を開催
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年度当初
届出件数

届出
受付件数

廃止件数 年度末
届出件数

事業者数 ２０ ５ １ ２６

【事業内訳】

譲渡し １６ ３ １ １６

保 管 ４ ０ ０ ４

貸出し １ ０ ０ １

訓 練 ２ ０ ０ ２

展 示 ４ ２ ０ ４

合 計 ２７ ５ １ ３１

◎動物取扱業の登録等
第２種動物取扱業の届出件数等（令和元年度：速報値）
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年度当初
施設数

申請件
数

許可
件数

廃止件
数

年度末施
設数

調査・監視
件数

愛がん １８ ９ ９ ４ ２３ １３

販売 ５０ ９ ７ ４ ５３ １７

展示 ４０ ７ ７ ７ ４０ １０

調査研究 ７ １ １ ０ ８ ２

その他 ０ ０ ０ ０ ０ ０

合計 １１５ ２６ ２４ １５ １２４ ４２

◎特定動物の飼養許可（令和元年度：速報値）
※特定動物 ： 動愛法に規定される危険な動物

サル，ニシキヘビ，タカ，クマ，ゾウ，キリン等
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